
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。
(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か  ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先

(海谷  内線5961)

仕様書のとおり

公　　　　告 庁契第　186　号

令和5年12月18日
支出負担行為担当官

記

自動体外式除細動器８式ほか７４点買入
仕様書のとおり
令 和 6 年 3 月 22 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約
方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札
説明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「物品の販売」 の Ａ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級

（証明書等提出期限） 令 和 6 年 1 月 5 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・証明書等の提出方法に関する共通事項
　以下の書類を下記１２の窓口に提出すること。
(1)仕様確認申請書

海上保安庁警備救難部救難課
03-3591-6361

以上公告する。

(2)

令 和 6 年 1 月 18 日 17 時 00 分

令 和 6 年 1 月 19 日 11 時 30 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロード
すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 5 年 12 月 18 日 令 和 6 年 1 月 5 日



契約番号： 庁契第　186　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

自動体外式除細動器８式ほか７４点買入

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書
別冊　仕様確認申請書

入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線5961)

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　①　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　②　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　③　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除

令和6年3月22日

仕様書のとおり

　⑶　納入期限

03-3591-6361
海上保安庁警備救難部救難課　海谷

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和5年12月18日付） に基づく入札につ

いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契
約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるも
のとする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8976　東京都千代田区霞が関２－１－３

　⑴　契約件名
自動体外式除細動器８式ほか７４点買入

　⑵　契約内容



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について

ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「物品の販
売」 のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸

各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知

令和 6年 1月 11日 までに電子調
達システム又は文書等により通知する。

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和6年1月5日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））
・仕様確認申請書（提出先上記2（5））



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

山葉多　朋子
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和5年12月18日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和6年1月18日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 　入札書等の記載事項
　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

令和6年1月5日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。
　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。



e

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札



⑺ 　入札の延期等

⑻ 　開札の日時及び場所

令和6年1月19日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

日時： 11時30分

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

⑻

⑼

⑽ 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

自動体外式除細動器８式ほか７４点買入

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：



　

 
（ 庁 186 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

自動体外式除細動器８式ほか７４点買入



（ 庁 186 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

自動体外式除細動器８式ほか７４点買入

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿



会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書

件　名：自動体外式除細動器８式ほか７４点買入

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明
書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申
請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書
発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満
了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に
関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承
認申請書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書に
は、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確
認できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：自動体外式除細動器８式ほか７４点買入 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ５ 年 度 

庁 契 第 １８６ 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

物品売買契約書  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



物 品 売 買 契 約 書 

 

１． 契 約 件 名   自動体外式除細動器８式ほか７４点買入 

      

２． 契 約 金 額   金  円 

     うち取引に係る消費税額及び地方消費税額  金  円                      

        

 

   内  訳 

品   名 規   格 単位 数 量 単  価 合  価 摘    要 

別紙内訳のとおり       

       

 

 

３． 納 入 期 限    令和６年３月２２日 

 

４． 納 入 場 所    仕様書のとおり 

 

５． 契 約 保 証 金    免除 

 

上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 は、 

受注者 ●● と、次の条件により売買契約を締結する。 

 

 



（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書、図面又は備付見本（以下｢仕様書等｣という。）に基づき、頭書の契約物品（以下「物品」という。）を納入期限まで 

に、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。 

 

（仕様書等の解釈） 

第２条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 

（１） この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 

（２） この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

 

（設備等の調査） 

第４条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。

この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。 

 

（代理人等の変更） 

第５条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその

変更を求めることができる。 

 

（物価変動等による契約金額の変更） 

第６条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。 

 

 



（納入期限の変更等） 

第７条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（納入の通知及び検査） 

第８条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以

外の場所（以下「隔地」という。）である場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があ

らかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。 

 

第９条 発注者は、前条第１項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。 

２ 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、

発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものと

し、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。 

３ 発注者は、前項の検査をした物品については、第１項の検査の一部を省略することがあるものとする。 

４ 発注者は、第１項及び第２項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の

請求を受理した日（これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から１０日以内（以下「検査期間」という。）

に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検

査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 

５ 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。 

６ 受注者は、第２項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受

注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。 

７ 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の

証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措

置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第１項の検査に代えるものとする。 



 

８ 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。 

 

（引渡物品の引渡） 

第９条の２ 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者

は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。 

２ 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの（契約不適合）を発見しても、受注者は、異論を申し立て

ないものとする。 

 

（所有権の移転） 

第１０条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移る

ものとする。 

２ 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第７項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したと

きから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。 

３ 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。 

 

（値引受領） 

第１１条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これ

を受領することがあるものとする。 

 

（代品納入） 

第１２条 受注者は、第９条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。 

２ この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。 

 

 



 

（不合格品等の措置） 

第１３条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。 

２ 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場

所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。 

 

（代金の支払） 

第１４条 発注者は、受注者が履行完了後提出する適法な支払請求書を受理した日から３０日以内（以下「約定期間」という。）に、海上保安庁にお

いて、その代金を受注者に支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、こ

れを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期

間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請

求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

 

（遅延利息） 

第１５条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 

２ 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞し

た日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前３項の例

に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

 



 

（納入期限の延伸） 

第１６条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限

の延伸の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１７条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金

額の年３パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとす

る。 

２ 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第８条第１項の納入の通知又は第９条第２項の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受

注者が検査をなすべき日を指定したときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日数は、これを遅滞日

数に算入しないものとする。 

 

（危険負担） 

第１８条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者

の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。 

 

（契約不適合責任） 

第１９条 受注者は、物品の所有権移転後１年（物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備

した船舶を発注者が引渡しを受けた後１年を経過する日まで間）以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以

下「契約不適合」という。）であることが発見されたときは、発注者（船舶の配属先の管区本部長を含む。）の請求により、同種の良品と引き換え、

若しくは修理（物品の引取り、引渡期間を含め３０日以内に修理完了するものに限る。）をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失

額を弁償するものとする。 



２ 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた

後１年以上１年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 

３ 第１項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を

発注者が引渡しを受けた後１年以上１年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 

 

（契約の解除） 

第２０条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１） 受注者から解約の申出があったとき。 

（２） 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。 

（３） 物品が不合格となったとき。（納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。） 

（４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しく

は検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。 

（５） 受注者が第３条の規定に違反したとき。 

（６） 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

（７） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第６号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する１０分の１に相当する金額を発注者に支払わなければ

ならない。ただし、第１号から第３号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

   （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 



  （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

  （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

  （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき 

   （７） 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第六号に該当する場合を除く。）

に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。ただし、第１項第１号から第３号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この

限りでない。 

 

第２１条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が

生じ解約後３０日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２２条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債

務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注

者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収

得金、遅滞金又は違約金が１，０００円未満の場合は、この限りでない。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第３項中「１００円」とあるのは「１円」と読み替えるものとする。 

 

 



（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２３条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額（この契約締結後、契約金額の変

更があった場合には、変更後の契約金額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保全） 

第２４条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２５条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 



 以上契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

 

令和６年１月１９日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２-１-３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 



仕様書

1 総則

本仕様書は、海上保安庁 (以下「当庁」という。)において調達する「自

動体外式除細動器 8式ほか 74点買入」について適用する。

2 件名

自動体外式除細動器 8式ほか 74点買入

3 品目。仕様・数量

別紙 1「内訳書」の‐
とおり。

4 履行期限

令和 6年 3月 22日 (金 )

5 納入場所及び納入数

(1)別紙 2'「納入場所及び数量」のとおり。

←2)使用期限等のある物品については、2023年 7月 以降に製造されたもので

あること。

(3)納入に際しては汚損等の防止措置を適宜実施したうえ、納入場所毎に取り

まとめて梱包して発送すること。

6 検査

納入に際しては、検査職員の検査を受けること。

7 その他

(1)納入する物品の性能等については、別添「仕様確認申請書」をカタログ等

の説明書類を添えて提出することとし、警備救難部救難課長の確認を受け、

支出負担行為担当官の承認を得たものとする。

(2)本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義を生じた場合は、当庁担当

職員と協議しその指示に従うこと。

(3)支払いについては履行完了:ダ、一括払いとし、海上保安庁総務部長あて請

求することも               |
(4)納入の際には、事前に納入場所担当官 と連絡をとることとし、納入 日等の

調整を行 うこと。        ｀

0



別紙 1

内訳書

番号 品 目 仕様 サイズ 数量 単位

自動体外式除細動器

自動体外式除細動器

寸法 :約235× 240× 76(mm)

重量 :3kg以下 (バ ッテリー含む)

仕様 セミオート (任意で解析可能)

防水、防塵性 IP55

耐衝撃性  IE(〕60068-2-27

耐振動性 MILSTD-810F

ショック時出力 漸増式 120J―→150]→200J

トレーニング用電極パッド等を備え付けること。

【付属品】

・AED予備バッテリー     1個
・パッテリーチャージャー   1個
・電極パッド        2枚
・電極パッド (小児用)    1枚
・ECGケーブル        1本
・USBフラッシュドライバー  1個
・パッドアダプター      1個
・デモ用電極パッド      1個
恥 電図解析ソフ ト 1

8 式

2 静脈可視化装置バッテリー

静脈可視化装置 (スタッドベイン)に装着が可能なものであること。

連続稼働時間が 2時間以上、連続照射回数が 350回以上の機能を有してい

ること。

7 イ固

3

ラリングアルマスク

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

1箱 10個入り

3
'テ

1 オロ

4 4号 1 オ自

5 5号 1 箱

6

ラリングアルチューブ

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

胃内容物の逆流を軽減させる構造を有していること。

#3 21 本

7 #4 30 本

8 #5 22 本

9 wBチューブ

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

1箱 3本入り

2 オロ

10

気管挿管チューブ

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

送気したエアーが食道へ逆流すること防止するため、カフが付いているもの

であること。

6.Omm 本

11 7.Omm 28 本

12 7.5mm 25 本

13 8.Omm 31 本

(1/7)

＼
|   ヽ
|     ヽ

|  ヽ
|   ＼
|    ヽ

5



月|」 κ:1

内訳書

番 号 品 目 仕様 サィズ 数 量 単位

経鼻エアウェイ

薬機法に基づ く管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

6mm 18 個

15 7「n 33 個

16 8mm 33 イロ

17 9rm ０

ン 個

18 経ロエアウェイセット

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

50m,80m′ 110mが各 1個ずつ入つていること。

ゲデル氏型であること。

50mm、

80mn、

110mm

セ ッ ト

32 組

19 三方活栓付き輸液セット

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

静脈注射用医薬品を輸注する器具であり、びん針、点滴筒、

クランプ、三方活栓、コネクタの間がチュープで接続された形状のものであ

ること。

滅菌済みであること。

三方活栓部は針を穿刺せずに混注できる混注口 (プラネクタ)を有している

こと。

1箱 10個入り

12 オロ

20

吸引用カテーテル

(ヤ ンカー型 )

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

減菌済みであること。

吸引用のカテーテルであること

ヤンカー型のサクションチューブであること。

1箱 10本入り

10.5mm 8 オロ

21 8.5mm 4 箱

22

吸引用カテーテル

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

滅菌済みであること。

1箱 50本入り

6Fr オロ

8Fr 1 オロ

オロ24 10Fr

25 12Fr 2 オロ

26 14Fr 2 オロ

27

静脈留置針

薬機法に基づく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

減菌済みであること。

針刺し事故防止の機構を有していること。

外筒針にて静脈穿刺後、止血操作をせずに内筒針を抜いても血液が逆流しな

い構造であること。

1箱 50本入り

18G 2 オロ

28 4 オロ

29 22G 4 本曰

30 24G 3 箱

(2/7)
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別紙 1

番 号

31

32

内訳書

う
、́

1 材料

色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとすること。

2 形状・寸法

①上衣は、長袖 (筒袖型)、 立ち襟マジックテープ付き (マジックテープの

四隅を面取りすること)、 フロントセンターフアスナー、左右脇並びに胸部

にポケットを取り付け、左腕部にはベン差しを設けること。

また首襟部分に吊り下げループを付けること。

②ズボンは、右脇部分にマジツクテープ付きのものであること。

③上衣の両脇ポケットは、マジックテープ付きで縦19cm(■ 2cm)X横

19.5cm(■ 2cm)寸法で、左前と右横の2カ 所に設け、右横ポケットの右

寄りに幅4cm(■0.5cm)のベン差し口を作り、胸ポケットは雨蓋付き (マ

ジックテープ付き)で縦16cm(■2cm)X 横15cm(■2cm)寸法で、右

寄りに幅3cm(■0.5cm)のベン差し口を作り、左胸に設ける。

左腕部のベン差しは、縦14cm(■0.5cm)× 横8cm(■0.5cm)寸法とし、

中心に仕切りを設ける。

④上衣の指定箇所6ヶ所及びズボンの指定箇所2ヶ所に反射テープを付けるこ

と。

⑤上衣の袖回、下衣のすそ口及びウエス トは、ゴムを入れ伸縮性をもたせる

こと。

袖回は、直径5cm(■ lcm)となるように、ゴムを入れること。

⑥フアスナーは、止コイルフアスナーとすること。

②前①～⑥のほか別図1～ 2のとおりとする。

品 目
仕様 サイズ 数量 単位

乳酸リングル液

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

点滴静注用 500ml(ソ フトパック入り)の電解質輸液 (乳酸リングル

液)製剤であること。

500mη 70 本

三方活栓延長チューブ

薬機法に基ずく管理医療機器であること。

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

チユーブ長が50cm、 チュープ内径が3.lmm、 チュープ内容量が3.8mlであ

ること。

1箱25個入であること。

（相

1“,2 21 オ自アドレナリン注製剤

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

プレフィルドシリンジの容量が l mLで あり、同シリンジ内の 製剤にl mg

のブドウ糖が含まれていること。

三方活栓部 (プラネクタ混注目)に直接接続が可能であること。

1箱 10本入り、個別包装であること。

39
薬機法により承認番号が付与されているものであること。

500ml入 りの「外皮用殺菌消毒剤」であること。
34 消毒用エタノール

500mη 63 本
薬機法により承認番号が付与されているものであること。

500ml入 りの減菌済み精製水 (溶解剤)であること。
35 減菌精製水

上衣M 11836

上衣L 174 ■生
不ヨ37

上衣LL 着12238

下衣 M 153 着39

感染防止衣

(3/7)
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別紙 1

内訳書

番号 品 目 仕様 サイズ 数量 単位

40

3 縫裂

①各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとすることJ

②縫い代は、各部分に適した十分なものとすること。

③糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとすること。

④縫い始め、縫い終わりの箇所 (本縫い部分)は、返し縫をすること。

4 本部名標識

①標識位置は、別図1に示す位置とし、書体は角ゴシック体にすること。

(許容誤差■5%)

②文字は、別図3に示すとおり、背部に「JAPAN COAST GUARD 海上保

安庁」を、左胸部に「海上保安庁」を紺色の不減インクで印刷すること。

下衣L 192 着

41 下衣 LL 163 着

42 イントロツク 厚型

薬機法に基づく管理医療機器であること。

滅菌済みであること。

エアウェイスコープAWS― S100に使用可能であること。

防曇コーテイング加工が施されていること。

1箱10個入り

厚 型 7 箱

43 イントロツク 薄型

薬機法に基づく管理医療機器であること。

滅菌済みであること。

エアウェイスコープAWiS― S100に使用可能であること。

1箱 10個入り

薄 型 6 オロ

44 血糖測定器センサー

ジョンソン&ジョンソン社製ワンタッチウル トラビューに装着し、使用する

ことが可能なこと。

1箱 30枚入り

16 オロ

45 血糖測定器ペンラン

ジョンソン&ジヨンソン社製ワンタッチウル トラビューに装着し、使用する

ことが可能なこと。

1箱30枚入り

12 オロ

46 トリアージタグ
4枚複写式であること。

1個 100綴 りであること。
24 イロ

47 チェス トシール

創傷等保護用

直径約14cm程度のポリウレタン被覆シートに3つの一方弁が付いたもので、

粘着部はアクリル系の粘着剤のもの

可能な限り使用期限の長いもの

18 枚

(4/7)
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別紙 1

内訳書

番号 品 目 仕様 サイズ 数 量 単位

48 止血用ターニケット

一般医療機器であること。

加圧するス トラップ部分の幅は1.5インチ (約 4cm)で あること。

接続部は、輸送中でも加圧を保つ設計であり、パックルをフックに引つ掛け

ることによリス トラップを締めて短時間で動脈圧迫が効果的になされる構造

であること。

加圧棒は、軽量合金を使用し高強度と耐久性が確保され、血液等が付着して

も滑らない構造となっていること。

13 イ固

20m2 本目ブドウ糖注50%シリンジ

薬機法により承認番号が付与されているものであること。

プレフィル ドシリンジの容量が 20mLであり、同シリンジ内の製剤に10gの

ブドウ糖が含まれていること。

三方活栓部 (プラネクタ混注回)に直接接続が可能であること。

1箱 10本入り、個別包装であること。

49

箱

薬機法に基づく管理医療機器であること。

滅菌済みであること。

救急用携帯型カプノメータ「マシモ EMMA」

1箱25個入り

に使用可能であること。
50

EMMAカプノメーター用

アダプタ

つ

４ イ固

測定範囲

・圧力 :20～299mmHg ・脈拍 :30～ 199拍/分

測定制度

・圧力 :生3mmHg ・脈拍 :■5%

51 電子血圧計

イ固

瞳孔ゲージ付き

軽量ラバー調であること

幅1.2× 長さ14cm

52 検眼ライ ト

つ
４ イ固聴診器ダブルヘッド53 聴診器

54 腋高体温計

薬事法に基づく管理医療機器であること。

腋下部にて測定できるものであること。

検温経了を、音と光で知らせる機能を有していること。

収納ケース付であること。

電池交換式であること。

フ

一 イ固

容量2.4リ ッ トルの酸素ボンベが収納できるものであること。

5個以上のコンパー トメン トがあり、手持ち、肩掛け、背負いができるこ

と。

素材は強度、耐久性、撥水性に優れたコーデュラナイロン (600デニール以

上)であること。

イ固
・55 酸素用バッグ (2.4L用 )

(5/7)
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内訳書

番 号

57

58

品 目 仕様 サイズ 数量 単位

吸水シー ト 吸水シー ト 1箱 50枚入り 1 オロ

滅菌救急タオル包帯 (大 )

創傷等保護用

サイズ :59mX l13cm程度で、滅菌されているもの
大 5 イ[」

減菌救急タオル包帯 (小 )

創傷等保護用

サイズ :34cmx83cm程度で、減菌されているもの
」ヽ 5 イ固

骨盤固定具

骨盤固定スリング

スリング全体長さ :約 148cm

ノくッド面 :18(縦)x27.5(横)m
対応臀部サイズ :68-127Cm

重量 :約250g

ニュートン値 :150N

素材 :パッド、スリング部 (ト リコット)八ンドル部(ポリエステル)バッ

クル (汗タールプラスティツク)

1 イ[]

60 サムスプリント

固定用器具

tナイズ :約 108×914× 5m
目三1量 :130g

材質 :表面 =ウ レタンフォーム、芯 =アルミ合金

スタンダー

ド
1 個

61 伸縮包帯セラオビ 50mm× 5nl  l箱 10巻入 1 オロ

62 防護眼鏡

ノンフレームでレンズがサイドまで覆つているもの。

人一ドコート曇り上め加工が施されていること。

2眼型レンズであること。

6 イロ

潤滑ゼ リー 使い切り包装 減菌 59 1箱 50個入 1 オ日

64 消毒用エタノール含浸綿
材質 :綿 100%、 消毒用エタノール含有のもの

2つ折りで収納されていて、展開サイズ :40× 80mm程度、1箱 60包入り
1 箱

65 小児用鼻カニューレ 小児用 1箱 20個入り 1 箱

66 小児用高濃度酸素マスク 小児用 1箱 10個入り 酸素延長チューブ付き 1 箱

67 減菌三角巾

創傷等保護用

展開サイズ :105X105X150cm程 度のもので、EOG滅菌されており、個包装

になっているもの

10 イ画

68 成人用高濃度酸素マスク 成人用 1箱 10個入り 酸素延長チューブ付き 1 オロ

(6/7)

56

|

|

ｑ
ン

ｒ
Ｄ

ヽ
＼
ヽ
ヽ

＼

L

ヽ
ヽ

＼

＼
l  ヽ
l   ヽ]   ヽ

|＼
63

＼
＼

＼ヽ
＼

＼
| ヽ|  ヽ

| ＼

|＼
|  ヽ|  ヽ

| ＼

＼ヽ
＼

|＼
|  ヽ|  ヽ

| ＼



別紙 1

内訳書

（
ン

´
０

番 号

70

71

品 目
仕様 サイズ 数量 単位

酸素供給用経鼻カニューレ 成人用 1箱 20個入り 1 相

EMツ ッヽグ
撥水加工素材であること

マジックテープ式で取り出し可能な透明小分けポーチが付属していること
1 イ固

医療用ゴム手袋 1箱 100枚入り

M な目

72 L 1 箱

73 非接触型体温計

薬事法に基づく管理医療機器であること

接触せずに測定できるものであること

検温終了を、音と光で知らせる機能を有していること

電池交換式であること。

2 イ固

74 観察ポーチ レッグポーチ型であること 1 イ固

75
喉頭鏡用ブレード

(マッキントッシュ)

ブレードのサイズが#4であること #4 2 イ固

(7/7)
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サイズ別 (単位 :cm)

記 号
寸法

S M L LL 3L 許容値(%)

A 着丈 65 66 69 73 76 ± 5

B 肩幅 47 49 51 53 55 ± 5

C 袖丈 60 62 65 67 ± 5

D 身幅 59 61 62 65 69 ± 5

E 首周 り 48 50 52 54 56 ± 5

F 立ち襟高さ ′
，

４

＾

′
４

′
４

′
４ ± 5

G ファスナー長さ 57 59 61 64 67 ± 5

H 背中反射テーフ
・
位置 38 38 38 38 38 ± 5

サイズ

59



別 図  2

D

前面

ズボン

A

右側面
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ックテーフ
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メスマシ
゛
ックテーフ

・

lo.o(± lcm)×
3.Ocm(± 0.5cm)

不
―
Ｉ

Ｅ

C

ズボンサイズ表 (単位
ヽ

cmッ 許容差 ±5%

S M L LL

身 丈 A 115 119 123 126
ヒップ B 112 118 125
股 下 C 78 82 85 87

ウエスト

(ゴム入り)

D
66

～ 86
72

～ 92
78

～ 98
86

～ 106
ファスナー E 30 30 30 30

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

B

135



別図  3
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海上保安庁
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住所等
基地名 郵便番号 住所 電話番号

042-0913 北海道函館市赤坂町65-1 0138-58-3515

仙台航空基地 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字北長沼 4 0223-22-2891

羽田特殊教難基地 144-0041 東京都大田区羽田空港 1-12-1 03‐ 3フ47-7118

関西空港海上保安航空基地 549-0001 大阪府泉佐野市泉州空港北 1 072-455-1235

北九州航空基地 800-0305 福岡県京都郡苅田町空港南町 9番 (北九州空港内) 093-474-7006

美側 ん空基i也 684-0055 鳥取県境港市佐斐神町 2064(米 子空港内) 0859-45-1100

新潟航空基地 950-0001 新潟県新潟市東区松浜町新潟空港内 025-273-8118

鹿児島航空基地 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓字曲迫 276-2 0995-58-2541

901-0142 沖縄県那覇市字鏡水 344 098-858-0118

石垣航空基地 907-0244 沖縄県石垣市盛山222-282 0980-86-8511

‐ ‐ _ ‐
=

085-0022 北海道釧路市南浜町S-9 0154-22-0118

小橋海上保安部 04フー0007 北海道小構市港町 5-2 0134-27-6118

八戸海上保安部 031-0831 胃森県八戸市築港衛 2-16 0178-33-1221

231」 0001 神奈川県横浜市中区新港 1-2-1 045‐ 671‐ 0118

清水海上保安部 424‐ 0922 静岡県静岡市清水区日の出町 9-1 054‐ 353-0118

鳥羽海上保安部 517‐ 0011 二重県鳥羽市鳥羽 1-2383-28 0599-25-0118

中部空港海上保安航空基地 479-0881 愛知県常滑市セントレア 1-2 0569-38-8118

高知海上保安部 780-8010 高知県高知市桟橋通5-4-55 088‐ 832-7111

呉海上保安部 73フー0029 広島県呉市宝町9-25 0823-26-0118

高松海上保安部 760-0064 香川県高松市朝日新町 1-30 087‐ 821-7013

徳山海上保安部 ア45-0023 山口県周南市那智町3-1 0834-31-0110

長崎海上保安部 850-0921 長崎県長崎市松が枝町7-29 095‐ 827‐ 5133

福岡海上保安部 812‐ 0031 福岡県福岡市博多区沖浜町8-1 092-281-5866

人分海上保安部 大分県大分市大宇海原字地浜 916-5 097-521‐ 0112

境海上保安郡 684‐ 0034 鳥取県境港市昭和町 9-1 0859-42-2531

敦賀海上保安部 914-00フ 9 0フア0-22-0191

伏木海上保安部 933-0105 富山県高岡市伏木錦町 11-15 0フ 66-45-0118

鹿児島海上保安部 892-0812 鹿児島県鹿児島市浜町 2-5-1 099-222-6680

古仁屋海上保安署 894-1506 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字船津 35-1 0997-72‐ 2999

那覇海上保安部 900‐ 0001 沖縄県那覇市港町4-6-5 098-951-0118

宮古島海上保安部 906-0012 沖縄県宮古島市平良字西里 7-21 0980-72-0118

海上保安庁警備救難部救難課 100-8976 東京都千代田区餞が関2-1-3 03‐ 3591-6361

函館航空基地

那覇航空基itL

横浜海上保安部

870-0107

福丼県敦賀市港町7-15



別紙様式 4

貴庁が公示した入札公告 「

必要な資料を添えて申請します。

海上保安庁 ●部 ●課長 経由
支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長  殿

仕様確認申請書

(競争参加者の)

住  所

商号又は名称

代表者名

年  月  日

件名  」について、カタログ等物品の仕様確認に

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
(連絡先は2以上記載すること)

(

2

∠ 、 。氏名):

「■テ雨雇
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●
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口
~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‐

E望ユ旦亜弘________



別 紙

件 名

※欄は、海上保安庁で使用するので記入 しないで下さい。
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